
福島県元請・下請関係適正化指導要綱  新旧対照表 

新 旧 
福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第５（略） 

第６ 下請代金支払等の適正化 

（１）～（６）（略） 

（７）手形期間は６０日以内でできる限り短い期間とするよう努めること。 

                                   

（法第２４条の６第３項） 

（８）～（１０）（略） 

 

第７～８（略） 

 

第９ 元請の遵守事項 

 １～２（略） 

 ３ 県から直接工事を請け負った元請は、当該工事における各下請の施工の分担関係を表示

した法第２４条の８第４項に規定する施工体系図（参考様式第１号の１又は第１号の２）

を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示するものとする。 

 ４～６（略） 

 

第１０～１６（略） 

 

附 則 

   （略） 

この要綱は、令和６年１０月２８日から施行し、令和６年１１月１日以降契約を締結する

工事に適用する。 
 
様式第１号（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第５（略） 

第６ 下請代金支払等の適正化 

（１）～（６）（略） 

（７）手形期間は９０日以内でできる限り短い期間とするよう努めること。 

なお、事情がある場合であっても１２０日を超えないようにすること。 

（法第２４条の６第３項） 

（８）～（１０）（略） 

 

第７～８（略） 

 

第９ 元請の遵守事項 

 １～２（略） 

 ３ 県から直接工事を請け負った元請は、当該工事における各下請の施工の分担関係を表示

した法第２４条の８第４項に規定する施工体系図（参考様式第１号）を工事関係者及び公

衆が見やすい場所に掲示するものとする。 

 ４～６（略） 

 

第１０～１６（略） 

 

附 則 

   （略） 

                                          

        
 
様式第１号（略） 
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新 旧 
様式第２号 

 

様式第３号（略） 

 

様式第２号 

 

様式第３号（略） 
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新 

参考様式第１号の１（施工体系図） 
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旧 

参考様式第１号（施工体系図） 
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新 
参考様式第１号の２（施工体系図） 
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旧 
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新 旧 
参考様式第２号（略） 

 

参考様式第３号の１（施工体制台帳）（略） 

（記入要領）（略） 

【元請業者の健康保険等の加入状況について】（略） 

〔注意事項〕 

１～２（略） 

３ 監理技術者、主任技術者、監理技術者及び専門技術者について次のものを添付する

こと。 

 ①資格を証するものの写し 

 ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、雇用保険被保険者証、標準報酬決定

通知書など） 

 

参考様式第３号の２～参考様式第６号（略） 

参考様式第２号 

 

参考様式第３号の１（施工体制台帳）（略） 

（記入要領）（略） 

【元請業者の健康保険等の加入状況について】（略） 

〔注意事項〕 

１～２（略） 

３ 監理技術者、主任技術者、監理技術者及び専門技術者について次のものを添付する

こと。 

 ①資格を証するものの写し 

 ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など） 

 

 

参考様式第３号の２～参考様式第６号（略） 

 


